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調査研究の目的 

１．高度・専門化医療の中で、労働者の健康問題に、 
産業医が自分自身の専門外の分野、例えばメン 
タルヘルス等について意見を求められる機会が

　 増加 
２．労働安全衛生法の一部改正により労働者への 

面接指導が産業医の職務として法制化 

これらをふまえ、産業医が業務上の判断を求められたとき、 
どのような内容の支援をどのような形で提供されるのが望 
ましいと考えるかを産業医を対象にアンケート調査を実施
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調査結果および考察
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【Ｑ３】事業所規模について　　　＜ＳＡ＞　　　　　　　　　　　　　（Ｎ＝３２３）
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【Ｑ４】産業医活動の中で困ったこと、判断に苦しんだこと　＜ＳＡ＞　（Ｎ＝３２３）
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【Ｑ6】事業主から就業上の措置について意見をもとめられたことがある　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜SA＞　 （Ｎ＝323）
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【Ｑ7】従業員の就業上の措置について悩んだこと　　＜SA＞　 （Ｎ＝323）



2.5 

54.2 

43.3 

0 10 20 30 40 50 60 

不明 

ない 

ある 

就業上の措置に悩んだときの相談相手 

(%) 

【Ｑ8】就業上の措置について悩んだ時の相談相手があるか　　＜SA＞　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｎ＝323）
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【Ｑ9】セカンド・オピニオンを得るための健康管理情報の請求について

　　　　　　　　　　　　　　＜SA＞　 　　　　　　　　　（Ｎ＝323）
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【Ｑ11】「従業員が自分自身の健康管理上の措置に関して第三者に意見を求 
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まとめ 

・日本医師会認定産業医406名からのアンケート調査回答をえた。 

・その結果約半数(48.3%)が困ったり、判断に苦しんでいることがわ 
かった。 

・具体的内容は就業上の判断における悩みが70%を占めていた。 

・この主な中身はメンタル疾患に関するもの48%、職場復帰に関す 
るものが25.3%であり、うち78.9%は精神疾患の職場復帰であった。 

・この結果から産業医に対し、メンタルヘルスに関する業務上措置 
についての支援策が早急に望まれる。 

・精神科主治医との連携が必要であるが、個人情報保護法の施行 
後は極めて難しくなってきている。 

・一般的な疾病の医療情報交換に関しては、平成13年、15年の当 
センターが行った研究が参考になるが、精神疾患についての医療 
情報開示方法のシステム化がこれらの問題の解決につながると期 
待される。


